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令和８年度千葉県医療型短期入所事業所開設支援事業業務委託契約仕様書 
 

１  目  的 

  本事業は、医療的ケア児等が千葉県内を含め全国的に増加する中、医療的ケア児等とその家族

が在宅で安心して生活を送ることができるよう、医療機関や介護老人保健施設等に対し医療型短

期入所事業所（以下「事業所」という。）の周知、開設の働きかけ及び支援を行うことを目的とす

る。 

 

２ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 事業内容 

（１） 説明会 

県内の病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院（以下「医療機関等」という。）に対 

し、医療型短期入所の制度の周知を図り、運営や支援についての理解を深めるため、障害福祉 

全般の説明や運営方法、支援事例発表等を内容とした説明会を行うこと。 

  ア 対象 

    障害福祉サービス（医療型短期入所）への参入に関心のある医療機関等 

  イ 規模 

    １回当たりの定員は原則として２０名程度とし、３回程度開催する。 

    開催日時・場所等は、参加者を考慮した上で設定する。 

  ウ 講師 

 受講者に対して必要かつ適切な知識・技巧等の提供ができる者を選定し、県の承認を得る

こと。 

  エ 開催方法 

    対面によるほか、オンライン開催も可能とする。 

  オ その他 

説明会に当たって必要となる講師調整、オンライン開催実施環境、参加者募集、申込受付、

アンケート実施等、開催に当たって必要な業務を全て行うこと。 

   

 

（２） 訪問支援 

  ア 新規開拓支援 

  （ア） 内容 

・ 法人代表や施設管理者等に対し事業所の開設について訪問により働きかけること。 

なお、訪問は医療機関等が事業所の開設手続きに入るまで、法人側からの求めに応じ随

時行うこと。 

    ・ 働きかけを行う対象の法人・施設・関係機関等について、候補や優先順位を提案し、

県と協議の上、これを定めること。 

    ・ 医療機関等への働きかけにあたっては必要に応じて収支試算の例示、診療報酬や介護

報酬との比較を行うとともに、医療機関等が障害福祉サービスを行うために必要となる

事務手続など、新たに事業所を開設する上で課題となる運営上の相談等に応じること。 

・ 過年度に「千葉県医療型短期入所事業所開設支援事業」において訪問支援を行った  

医療機関等に対し、法人側からの求めに応じ、引き続き、訪問により支援を行うこと。 

  （イ） 規模 

     新規に訪問支援を行う医療機関等については１５件程度、過年度に訪問支援を行った医 

療機関等については５件程度の支援を行うものとする。 
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  （ウ） 実施要件 

 ・ 過年度に訪問支援を行った事業所への支援は、初回の訪問支援から原則２年以内の支

援を、新規開拓支援の対象とする。 

 ・ 本仕様書に記載のない範囲で助言等を行う場合（法人経営上の助言等）、自由意志に基 

づいて個別にコンサルティング等の契約を締結することは妨げないが、必ず本委託事業

とは一線を画すとともに、委託事業として行う訪問支援は事業所の開設等を促すことを

目的とする点に十分留意して業務を行うこと。 

 

  イ フォローアップ支援 

  （ア） 内容 

・ 新規開拓支援を通じて開設した事業所や受け入れに課題を持つ既存事業所等に対し、 

     利用者受け入れに当たっての助言やフォローアップを行うこと。 

    ・ 利用者受け入れに当たって連携を要する市町村や相談支援事業所等の関係機関と調整

し、円滑な受け入れができるように働きかけること。 

    ・ フォローアップを行う対象の法人・施設・関係機関等について、候補や優先順位を   

提案し、県と協議の上、これを定めること。 

（イ） 規模 

     フォローアップ支援は５事業所程度行うものとする。 

  （ウ） 実施要件 

 ・ 本事業を通じて開設した事業所への支援は、新規指定から原則１年以内の支援を、 

フォローアップ支援の対象とする。 

 ・ 本仕様書に記載のない範囲で助言等を行う場合（法人経営上の助言等）、自由意志に基 

づいて個別にコンサルティング等の契約を締結することは妨げないが、必ず本委託事業

とは一線を画すとともに、委託事業として行う訪問支援は事業所の開設等を促すことを

目的とする点に十分留意して業務を行うこと。 

 

（３） 他施設視察 

 参考となる運営事例を収集した上で、新たに医療型短期入所への参入を検討する医療機関等

に同行して視察を行う。 

  ア 規模 

視察は４回程度行うこととする。 

  イ 実施要件 

施設選定にあたっては、参加する医療機関等の事業所形態を考慮すること。 

受託者は現地視察に伴う諸調整を実施すること。なお、集合場所までの交通費は原則   

参加者が負担するものとする。 

 

（４） 実技研修 

新たに医療型短期入所を開始する医療機関等の看護師等が医療的ケア児への対応を適切に行

えるよう、実技研修を行う。 

  ア 対象 

    事業所に配置される予定の看護、介護職員等とする。 

なお、定員に余裕がある場合は、新規開設事業者の看護師等のほか、既存事業所や他の事   

   業種別の関係する看護師等も参加可能とするが、その場合は随時県と協議を行うこと。 

  イ 規模 

原則６時間程度の実技研修を、新規開設事業者の数に応じて必要な回数実施すること。 
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ウ 講師 

    小児医療又は障害福祉等の幅広い知見を有している医師や看護師、医療的ケア児等コー 

ディネーター等、カリキュラムに応じて選定する。 

  エ 場所 

    県内の交通至便な場所のほか、新規開設事業所内など、受講者が参加しやすい場所を選定

するものとする。 

 

（５） その他 

説明会に参加した事業所や訪問支援を行う事業所等からの相談にメールや電話等で応じる。 

  ア 規模 

    週１日程度相談に応じる日を設けること。 

  イ 実施要件 

    受託者の責任による回答・助言を原則とするが、より適切な相談窓口が他にある場合には

その窓口を紹介することや、指定又は報酬基準上の問合せで受託者において明確な回答が困

難な場合に県に問い合わせを行う等の対応を妨げるものではない。 

  ウ その他 

相談内容について記録・整理すること。 

 

４ 個人情報の取扱い 

 受託者は、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守し、個人の権利利益を侵害することのない

よう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

５ 苦情解決等 

（１）受託者は、その提供した相談支援等に関する事業所等からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

（２）受託者は、その提供した相談支援等に関し、千葉県が行う文書その他の物件の提出若しくは

提示の求め又は千葉県の職員からの質問若しくは照会に応じ、並びに事業所からの苦情に関し

て 千葉県が行う調査に協力するとともに、千葉県から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

６ 職員 

  本業務を遂行するに当たり、県の意図及び目的を十分理解した上で、医療、高齢、障害各分野

や事業所を開設するにあたって必要な知識のある職員を配置し、かつ適切な人員を配置して、正

確かつ丁寧にこれを行わなければならない。 

 

７ 業務の引継 

（１） 業務開始時において、受託者は令和７年度受託者から業務の引継ぎを受けること。令和７ 

年度受託者からの引継作業は受託者の負担と責任において実施し、受託者は自主的に業務習熟

を行い、委託業務の遂行に支障を来すことの無いようにすること。また、引継ぎに当たっては、

日時を事前に県に連絡するとともに、引継ぎ内容について、業務引継実施報告書にて県に報告

すること。 

（２） 業務終了時において、受託者は契約期間が終了するまでに後任の受託者が決定している場 

合には、後任の受託者が契約始期から円滑に業務を遂行できるよう、引継書を作成の上、契約

期間内に、必要な資料の提供等を含む引継ぎを確実に実施すること。 

 

８ 備考 

（１）いずれの研修等も受講料は無料とする。（前記３（１）（３）（４）に係る交通費を除く。） 
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（２）事業実施に当たっては、予め実施計画書を提出し、県の承認を得るものとする。 

（３）講習の開催に当たり、対象者に対し適切な周知を行う。ただし、県は可能な限り周知に協力

する。 

（４）契約期間の末日までに実施状況報告書及び実績報告書を提出する。 

（５）前記３（２）について、感染症拡大等、対面での実施が困難な時は、県の承認を得た上で内

容や理解度に影響のない範囲でオンラインによる実施を可能とする。 

（６）本仕様書に定めることのほか必要な事項については、県と協議の上決定する。 

（７）県から指示があった場合には、事業の実施状況について随時必要事項を報告する。 

（８）受託者は、職員に対し、その身分を証する書類を発行し、職員がその業務を行うときは、   

職員に同身分証を携行させ、必要に応じて、関係機関の職員等に対して、これを提示させるも

のとする。 

（９）受託者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、会計年度終了後５年間保存

するものとする。また、受託者は、業務に関する記録を整備し、当該事業を終了した日から５

年間保存するものとする。 

（10）受託者は、千葉県が主催する会議等の求めに応じ、事業の実施状況等を報告するものとし、

同会議等からの意見等について、検討の上、反映するよう努めるものとする。 

（11）本業務を遂行するにあたり必要な作業の方法、人員配置、工程等について適切かつ詳細な  

作業実施計画書を立案し、県の承認を得ること。 

（12）委託事業を実施するに当たり本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じたときは、県と受託者

で協議の上、受託者は、県の指示に従い業務を遂行する。 

（13）前記３（１）（３）（４）の企画にあたっては、本業務の目的達成に必要な項目を盛り込んだ

内容とし、事前に県の承認を得て、講習、視察先の準備、機器・資料の準備・送付、視察先及

び会場の選定・確保、講師の対応、日程の決定等、運営に必要な業務の全てを行うこと。 


